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地
方
分
権
と
地
域
主
権
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
自
治
体
議
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い

る
。
一
方
で
、
自
治
体
議
会
は
、
首
長
が
提
案
し
た
条
例
案
を
採
決
す
る
の
み
で
、
議
会
と
し
て
住
民
の
意
見
の
反
映
な
ど
十

分
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
住
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
議

会
改
革
を
推
進
す
る
自
治
体
議
会
が
増
え
て
き
て
い
る
。
自
治
体
議
会
の
活
動
が
活
性
化
し
た
と
き
に
、
問
題
と
な
る
の
が
、

地
方
自
治
法
第
百
十
一
条
で
規
定
す
る
自
治
体
議
会
議
員
の
条
例
提
案
権
と
、
地
方
自
治
法
第
九
十
七
条
及
び
第
百
四
十
九
条

で
規
定
す
る
首
長
の
予
算
提
出
権
と
の
関
係
で
あ
る
。 

 

地
方
自
治
法
第
九
十
七
条
で
は
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
予
算
の
提
出
の
権
限
を
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し

て
い
る
。
首
長
の
予
算
を
伴
う
条
例
案
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
二
条
で
予
算
確
保
の
見
込
み
が
得
ら

れ
る
ま
で
は
、
議
会
に
提
出
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
議
員
提
案
の
条
例
案
に
は
こ
の
よ
う
な
予
算
確
保
に
係
る
規
定

は
な
い
も
の
の
、
二
百
二
十
二
条
の
趣
旨
を
尊
重
す
れ
ば
条
例
案
の
提
案
に
先
立
っ
て
首
長
と
の
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
首
長
提
案
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
議
員
が
条
例
案
を
提
案
す
る
の
は
首
長
と
自
治
体
の
運
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営
方
針
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
、
首
長
が
拒
絶
す
れ
ば
条
例
案
を
提
案
で
き
な
い
と
な
る
と
、
第
百
十
二

条
の
議
員
の
条
例
提
案
権
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。
ひ
い
て
は
、
行
政
と
議
会
の
二
元
代
表
制
を
定
め
た
地
方
自
治
法
の
趣

旨
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

条
例
案
提
案
者
と
首
長
と
の
間
で
調
整
が
整
わ
ず
予
算
確
保
の
見
込
み
が
立
た
な
い
状
況
で
第
百
十
二
条
に
基
づ
き
議
員

は
予
算
を
伴
う
条
例
案
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

予
算
確
保
の
見
込
み
が
立
た
な
い
ま
ま
に
予
算
を
伴
う
議
員
提
案
条
例
案
が
当
該
自
治
体
議
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
場

合
に
、
当
該
条
例
は
有
効
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

当
該
自
治
体
の
首
長
が
当
該
条
例
に
必
要
な
予
算
を
予
算
案
に
盛
り
込
ま
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
治
体
議
会
は
、

当
該
条
例
に
必
要
な
予
算
を
増
額
す
る
修
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


